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高齢者の住まいの質の向上方策等に高齢者の住まいの質の向上方策等に
ついて（事務局資料）

（１）入居が困難な高齢者に対する居住支援

（２）多様な民間資金・ノウハウの活用による
質の高い高齢者向け住宅等の供給促進



（１）入居が困難な高齢者に対する居住支援



住宅確保に特に配慮が必要な高齢者の現状

○住宅セーフティネット法の対象となっている住宅確保要配慮者については、特に最低居住面積水準以○住宅セ フティネット法の対象となっている住宅確保要配慮者については、特に最低居住面積水準以
下の民間賃貸住宅に居住している世帯数が150万世帯を超える(高齢者世帯は約40万世帯）など、居住
の改善を図る必要性は高い状況。

○高齢者単身・夫婦世帯は今後25年間（2010年→2035年）で約1,000万世帯から約1,400万世帯に増加
するなど 住宅確保要配慮者 数は増加傾向

【高齢者単身・夫婦世帯数の推移】

するなど、住宅確保要配慮者の数は増加傾向。

【最低居住面積水準以下の借家（公営借家を除く）に居住
する住宅確保要配慮者の世帯数】（平成25年度）

住宅確保要配慮者の属性 世帯数

①高齢者単身世帯＋高齢者夫婦のみ世帯 ４０．０万世帯

②障害者世帯※1 ８．２万世帯

③子育て世帯 ４３．７万世帯
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

（万世帯）

高齢者単身・夫婦世帯数

③子育て世帯 ４３．７万世帯

④上記以外の低額所得者※2 ６４．０万世帯

合計 １５５．９万世帯
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3,552

3,564

3,402

2005(H17)

2010(H22)

2015(H27)

1,038万世帯
（20.0%）

【最低居住水準面積以上の借家（公営借家を除く）に居住

住宅確保要配慮者の属性 世帯数

①高齢者単身世帯＋高齢者夫婦のみ世帯 ５１．２万世帯

②障害者世帯※1 １７．９万世帯

601

668

701

730

621

651

645

633

667

687

669

649

3,402

3,299

3,229

3 112

( )

2020(H32)

2025(H37)

2030(H42)

する家賃負担率が高い世帯】 （平成25年度）

②障害者世帯

③子育て世帯 １２．９万世帯

④上記以外の低額所得者※2 １２６．４万世帯

合計 ２０８．６万世帯

730

762

633

625

649

634

3,112

2,934

2030(H42)

2035(H47)

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯■単身高齢者世帯 □高齢者夫婦世帯
■高齢者がいるその他の世帯 ■その他の世帯

1,387万世帯
（26.6%）

※1高齢者世帯と重複しているものは除外
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推

計（全国推計）（平成25年1月推計）」及び総務省
「平成１７年国勢調査」をもとに、国土交通省作成。
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※1高齢者世帯と重複しているものは除外
※2月収が21.4万円以下の世帯（収入分位40%以下の世帯）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推
計）（平成26年4月推計）」及び総務省「平成20年住宅・土地統
計調査」をもとに、国土交通省作成。



公的賃貸住宅の現状

○住宅 ネ 中核とな 公営住宅 応募倍率（募集 数10 ／年程度） 依然と 高○住宅セーフティネットの中核となる公営住宅の応募倍率（募集戸数10万戸／年程度）は依然として高
い水準で推移（全国平均7.5倍(H24)）。

2 300 000

単位（戸数） 借上 買取 建設

【公営住宅の管理戸数の推移】【公営住宅の応募倍率の推移】
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国土交通省作成
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○高齢者 障害者 子育て世帯等の住宅確保要配慮者は 近隣トラブルの懸念等から入居選別が行われ

民間賃貸住宅における入居選別の状況

【(財)日本賃貸住宅管理協会による調査】 【神戸市による調査】

○高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者は、近隣トラブルの懸念等から入居選別が行われ
ている状況。

【(財)日本賃貸住宅管理協会による調査】

会員企業にアンケート調査を実施（H22.11）。
158社（約96.6万人のオーナー）から回答。

【神戸市による調査】

神戸市内の民間賃貸住宅を抽出の上、オーナーに
アンケート調査を実施（H20.3）。約3,100人
のオーナーから回答。

オーナーに占める
割合

単身の高齢者 １１ ６％

<入居者を拒否している賃貸人の割合>
オーナーに占める

割合

高齢者世帯は不可 ４１．８％
単身の高齢者 １１．６％

高齢者のみの世帯 １０．５％

障害者のいる世帯 ３．９％

小さい子供のいる世帯 １ ２％

障害者世帯は不可 ６６．９％

子育て世帯は不可 ３６．９％

小さい子供のいる世帯 １．２％

母子（父子）世帯 １．２％

<入居に拒否感がある賃貸人の割合>

【三重県による調査】

三重県内の宅建業者にアンケート調査を実施。
（H23.3）。約830社より回答。

オーナーに占める
割合

高齢者世帯 ７２％

障害者のいる世帯 ５９ ９％

オーナーに占める
割合

高齢者世帯は不可 ３０．８％
障害者のいる世帯 ５９．９％

小さい子供のいる世帯 ２８．１％
障害者世帯は不可 １７．８％

母子・父子世帯は不可 １１．３％
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居住支援に係る主な取組み例

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会

○「安心ちんたい検索サイト」の運営 （平成20年5月「もしもの時の安心住宅」で運用開始、平成24年4月「災害時住宅支援検索サイト」に改称）

（公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、大手不動産サイト運営会社との連携）
・災害時には被災者等を対象に、平常時には高齢者等の住宅確保要配慮者を対象として、空き室情報提供サイトを運営。

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会

災害時には被災者等を対象に、平常時には高齢者等の住宅確保要配慮者を対象として、空き室情報提供サイトを運営。

○「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」の締結推進
・H26.10現在 26道府県と協定書を締結

災害時に住宅を滅失した被災者が 早期に住宅を確保するために災害時に住宅を滅失した被災者が、早期に住宅を確保するために
民間賃貸住宅の空き室情報の提供や住宅のあっせんについて協力する旨を記載。

・H26.8に発生した広島土砂災害においては、当協定に基づき、
広島県宅地建物取引業協会等と連携し、被災者に対する民間賃貸住宅の提供に協力

平成26年度内に32都道府県と協定⇒

安心ちんたい検索サイト
（ http://www.saigaishienjutaku.com/ ）

○居住支援特別委員会の発足（岡山県宅建協会）
・「居住困難者・弱者」と言われている方々に対して 協会として実施可能な居住支援対策を検討する場として設置

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

・「居住困難者・弱者」と言われている方々に対して、協会として実施可能な居住支援対策を検討する場として設置。
（H26.2～）今後も討議を積み重ねていく予定。
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居住支援協議会の概要

○住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住○住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅 の円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住
支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等
の支援を実施。

○平成26年7月時点で45の居住支援協議会（34都道県・11区市）が設立。○平成26年7月時点で45の居住支援協議会（34都道県 11区市）が設立。

【居住支援協議会の構成】 【居住支援協議会による主な活動内容】

居住支援協議会
・メンバー間の意見・情報交換
（３８協議会）

居住支援団体

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

・住宅確保要配慮者に対する住宅情報の提供
（２７協議会）

※協議会HPで、協議会に個別に問い合わせしなくても物件情報を閲覧できる状態

住宅確保要配慮者に対する住宅相談サ ビス地方公共団体
（住宅部局・
福祉部局）

都道府県

家主等 ・住宅確保要配慮者に対する住宅相談サービス
（１８協議会）

※住宅に関する各種相談に窓口や電話、インターネットで応じる場合

・賃貸人、要配慮者を対象とした講演会・セミナー開催
市町村

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅協議会
連
携

賃貸人、要配慮者を対象とした講演会 セミナ 開催
（１６協議会）

・住宅確保要配慮者に対する住宅の紹介・斡旋
（１４協議会）
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就労支援協議会

自立支援協議会

（１４協議会）



取組事例①（鳥取県居住支援協議会）

○協議会にあんしん賃貸相談員を配置し 住宅相談から入居まできめ細やかな対応を実施

○住宅確保要配慮者という理由では入居を拒否しない
賃貸住宅 情報提供

○協議会にあんしん賃貸相談員を配置し、住宅相談から入居まできめ細やかな対応を実施。

賃貸借契約

（相談員による斡旋）

住宅登録 働きかけ

家主等 住宅確保
要配慮者

あんしん賃貸住宅について、HPで情報提供。

○更に県内を「東部・中部」「西部」に分けて、
「あんしん賃貸相談員（2名）」を地区別に配置。
高齢者や障がい者等の入居・住み替え相談に直接対応

住宅登録の働きかけ
入居に係る要請

居住支援協議会

住宅登録 入居相談
住宅紹介等の

入居支援

不動産関係団体
居住支援団体

高齢者や障がい者等の入居 住み替え相談に直接対応。

（住宅相談員）
相談者 動産店 家主 支援 体等 立

あんしん賃貸相談員

あんしん賃貸住宅の情報提供サイト

日本賃貸住宅管理協会鳥取県支部

不動産関係団体

鳥取県宅地建物取引業協会
全日本不動産協会鳥取県支部

日本賃貸住宅管理協会鳥取県支部

県社会福祉協議会
母子寡婦福祉連合会
障害者支援センター

県地域生活定着支援センター

連携

相談対応実績

・相談者と不動産店・家主、支援団体等の間に立つ
「コーディネーター」の役割を担う（宅建主任者の
資格を有する）。

※下線は事務局

H21 H22 H23 H24 H25

高齢者 21 29 26 38 60

障がい者 26 36 55 84 62

相談対応実績

連携 連携

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

住まいまちづくり課、
福祉保健部、文化観光局、

県内市町村

外国人 2 3 0 1 4

子育て 13 15 28 28 25

その他 12 9 16 38 43

（入居決定数の増加要因）
○きめ細やかな相談対応
・不動産店、現地への同行、契約等の

立ち会い
連帯保証人 緊急連絡先の確保

○経験・事例の蓄積
・四半期毎の報告会、困難事例の検証
・実績の積み重ねによる安心感
○相談制度の周知

合計 74 92 125 189 194

入居決定 17 39 74 143 127

・連帯保証人、緊急連絡先の確保
・生活保護申請等の必要な行政手続き

の支援
・入居後の福祉・生活支援の確保

○相談制度の周知
・協議会だより（会報）等による普及啓発
・宅建業者研修会等、各種会議での

協力依頼 7※鳥取県からの聞き取り



取組事例②（埼玉県居住支援協議会（埼玉県住まい安心支援ネットワーク） ）

○地域の不動産業者と連携し、住宅確保要配慮者の入居に係るバックアップ体制を構築。

①要配慮者を拒まない住宅の情報提供と住まいサポート店
住宅確保
要配慮者

○地域の不動産業者と連携し、住宅確保要配慮者の入居に係るバックアップ体制を構築。

家主等
賃貸借契約

（サポート店による仲介）

の設置

○住宅確保要配慮者(県の要綱に規定するものに限る)を
受け入れる「あんしん賃貸住宅」についてＨＰで情報
提供（検索サイト）

住宅登録 住宅紹介等の
入居支援

住宅登録の
働きかけ 入居相談

提供（検索サイト）

○仲介や家主への「あんしん賃貸住宅」の登録呼びかけを
行う「住まいサポート店（地域の不動産業者）（※）」を、
不動産関係団体の協力を得て、設置 情報提供・協力依頼

住まいサポート店
（不動産業者）

（※）住まいのサポート店：地域の不動産業者を住まいの
サポート店と位置づけ、円滑な入居を支援

居住支援協議会

あ 賃貸住宅 情報提供

居住支援団体

社会福祉協議会

不動産関係団体

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会 連携

②入居支援に係る事例収集・情報提供

○地域特性の分析と多様な居住支援メニューの整理

あんしん賃貸住宅の情報提供サイト

地方公共団体等
(住宅局・福祉部局)

県社会福祉協議会
県労働者福祉協議会

等

( 全日本不動産協会埼玉県本部
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会

(公社)全日本不動産協会埼玉県本部
(一社)不動産流通経営協会

(公財)日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部 等

○地域特性の分析と多様な居住支援メ ュ の整理
○円滑な入居を阻害する要素の把握と分析

→事例集・支援メニュー集を作成し、宅建業者や居住支
援団体等と共有し、共通認識の構築を図る。 連携 連携

埼玉県住宅供給公社
県、市町村等

援団体等と共有し、共通認識の構築を図る。

※下線は事務局
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取組事例③（大牟田市居住支援協議会（福岡県））

○市内全域の空き家の実態調査を実施し、地域包括ケアシステムの構築に向けて、住宅情報システムを構築

○空き家の利活用方法の検討
大牟田市全域を対象にした空家実態調査＜H25＞

するとともに、空き家を改修・活用できる仕組みや住宅確保要配慮者の円滑な入居のための保証に係る仕
組みづくりを研究。

賃貸借契約

家主等
住宅確保大牟田市全域を対象にした空家実態調査＜H25＞

（建物の建て方・構造・建物の状態等を調査、分析）
→2,800戸の空家の状態をランク付け

大学、関連機関

専門知識の提供
住宅紹介住宅登録の

働きかけ
【活用可能性の検討】
・小規模多機能サービス拠点

家主等

住宅登録 入居相談

住宅確保
要配慮者

専門知識の提供小規模多機能サ ビス拠点
・地域住民の交流サロン
・地域見守り付高齢者住宅
・グループリビング
・互助ハウス、障害者シェアハウス など

組 域包括 構築

居住支援協議会

物件情報提供サイト
「住みよかネット」

地方公共団体地方公共団体

居住支援団体

市介護 事業者協議会
市介護支援専門員連絡協議会

居住支援団体

市介護サービス事業者協議会
市介護支援専門員連絡協議会

市障害者自立支援協議会

不動産関係団体

福岡県宅地建物取引業
協会県南支部

連携
＜H26取組＞地域包括ケアシステムの構築に向けて、
住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、
○地域に潜在する空き家の改修・活用方法
○地域ネットワークや在宅サービス等と連携
などを研究 地方公共団体

（住宅・福祉部局）

長寿社会推進課
地域包括支援センター

福祉課

市社会福祉協議会

福岡県社会福祉士会
福岡県司法書士会

有明高専
市社会福祉協議会

協会県南支部
ありあけ不動産ネット

協同組合

などを研究。

福祉課
児童家庭課
建築住宅課

※下線は事務局

←依頼チラシ 連携

←空き家改修に係る学生連携 9
地域福祉団体（民生・児童委員、福祉委員）

NPO法人ライフサポートセンター など



高齢者の入居に係る課題と居住支援協議会の活動の目指すべき方向

○高齢者の安心した住まいの確保のためには、入居から退去までの包括的なサポートが必要であり、

居住支援協議会の活動の目指すべき方向

○高齢者の安心した住まいの確保のためには、入居から退去までの包括的なサポ トが必要であり、
包括的なサポート体制を構築する居住支援協議会のモデル的な取組創出を後押しし、普及拡大を図る
ことが必要。

○入居可能な住宅情報の提供体制の構築

課題 居住支援協議会の活動の目指すべき方向

○居住支援協議会による高齢者の入居を拒まない質が確保さ
れた住宅の登録制度の創設と適切な情報提供

居
住
支

＜入居前＞

○入居可能な住宅情報 提供体制 構築

○高齢者の相談を容易とする環境整備

○賃貸人・管理会社等の理解促進
賃貸人等と要配慮者をつなぐ人材等の確保

れた住宅の登録制度の創設と適切な情報提供

○高齢者の住まい確保に精通した住宅相談員の確保

○地域の不動産店や地域包括支援センター等との連携・協力

支
援
協
議
会

・賃貸人等と要配慮者をつなぐ人材等の確保
・賃貸人等のリスク軽減のための保証
（家賃債務保証、緊急連絡先の確保など）

○民間事業者等の家賃債務保証制度の紹介・斡旋

○居住支援協議会（又はその構成団体）を緊急連絡先として
登録

の
モ
デ
ル
的
な

○孤独死防止のための見守り・安否確認サー
ビスの提供

○見守りサービスや生活相談サービスを実施する民間事業
者やＮＰＯの紹介・斡旋

な
取
組
の
創
出

＜入居中＞

ビスの提供

○新しい生活環境への適応に対する支援

者や 紹介 斡旋

○地域のＮＰＯ等と連携したコミュニティ活動の実施

出
・普
及
拡
大＜退去時＞

○死亡時の原状回復、遺留品の処理・葬儀など
○民間事業者が実施する各種保険制度等（原状回復費

用、遺留品の処理、葬儀費用等）の紹介・斡旋

10

大＜退去時＞



居住支援協議会の活動イメージ

○居住支援協議会が、相談窓口を設置し、
１） 慮者が 能な住宅 希望者や賃貸人等が利 能な ビ 等 関す 情報 集約 提供１）要配慮者が入居可能な住宅、入居希望者や賃貸人等が利用可能なサービス等に関する情報の集約・提供
２）居住支援サービス（見守り・生活相談、緊急対応、保証等）の提供やコミュニティ活動に取り組む民間事業者・

ＮＰＯ等の紹介・斡旋
３）住宅相談員、地域の不動産店等による契約サポート

など 取り組む と より 滑な 居を促進

家主 入居（希望）者

などに取り組むことにより、円滑な入居を促進。

住宅相談員やサポート店（不動産仲介業者）
が契約をサポ ト

賃貸借契約

民間賃貸住宅に円滑に
入居することが困難な

民間賃貸住宅 各種情報を集約
（データベース化）

住宅登録 入居相談

が契約をサポート

居住支援協議会
（住まいの相談窓口）

住宅確保要配慮者の入居を 入居することが困難な
高齢者、障害者、子育て
世帯等
（＝住宅確保要配慮者）・賃貸人（家主）

・管理会社 各種雇用・福祉等の支援策
情報を提供

住宅登録

住宅登録の働きかけ

入居相談拒まない質が確保された住宅

サ ビスの提供 サ ビスの提供

見守り、保証等
⇒賃貸人・入居者の不安を解消

利用可能な居住支援サービス等
情報を提供

・ホームページ
・パンフレット
・住宅相談会
・セミナー 等

サービスの提供
⇒賃貸人のリスク低減
（家賃滞納、死亡事故等）

サービスの提供
⇒入居者の不安の解消
⇒日々の生活の充実応募・登録

居住支援サービス等を提供する民間事業者等

家賃債務保証会社

サービス提供する
民間事業者等を公募

・見守り、生活相談
・緊急時対応
・コミュニティ活動 等

入居者の債務（滞納家賃、原状回復費用、
訴訟費用等）を保証し、家主に対し
一時立替払い

入居者の死亡に伴い、入居者又は家主等に
生じる損害（遺留品処理費用、葬儀費用、
家賃収入損失等）を補填

ＮＰＯ、社会福祉法人等家賃債務保証会社 保険会社

11



（２）多様な民間資金・ノウハウの活用による（２）多様な民間資金 ノウハウの活用による
質の高い高齢者向け住宅等の供給促進

Ⅰ REIT市場におけるサ高住投資拡大に向けた対策

Ⅱ 住民出資によるコミュニティ施設等の整備・運営

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



Ⅰサービス付き高齢者向け住宅とREIT

○高齢者が安心して暮らせる住宅ストックは 諸外国と比較すると不足しており サ ビス付き高齢者向け住○高齢者が安心して暮らせる住宅ストックは、諸外国と比較すると不足しており、サービス付き高齢者向け住
宅の供給促進は課題。

○一方で、入居者に提供するサービスが不十分な事業者が存在するとの指摘が存在。

○民間資金・ノウハウを十分に活用したサ高住の展開は重要。
○日本でもヘルスケアリートの設立の動き（※）。ヘルスケアリートによる投資は、事前に、不動産・運営の評

価（デュ デリジェンス）に基づき情報公開を行うなど 施設運営の透明化が図られることから 一定の質が価（デューデリジェンス）に基づき情報公開を行うなど、施設運営の透明化が図られることから、一定の質が
確保されたサ高住の供給の促進が期待。

○こうした動きを確実なものにするため、普及拡大に向けた取組の強化が必要。
（※）ヘルスケア施設（サ高住・有料老人ホーム等）に投資を行う投資法人（リート）のこと。本年６月に「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係

るガイドライン」が策定され、第１号である日本ヘルスケア投資法人が１１／５に上場予定。

【高齢者に対する介護施設・高齢者住宅等の割合】

【株主】

【ヘルスケアリートのスキーム例】

」 策 、第 号 本 投資法 ／ 場 。

介護保険３施設等
※2 （3.5％）

※1 
(0.9％) 4.4 %日本(2005)

プライエム等
プライエボ リ・エルダボ リ等（8 1％） 10 7 %

施設系 住宅系

デンマ ク(2006)

2020年までに３～５％
（日本再興戦略等）

【株主】

【資産運用会社】

【ヘルスケア施設の
事業特性を十分に理解
している専門家】

出資

資産運用委託契約

アドバイザリー
契約

（2.5%） プライエボーリ・エルダボーリ等（8.1％） 10.7 %

ケアホーム（3.7％） シェルタードハウジング（8.0％） 11.7 %英国(2001)

デンマーク(2006)

【投資法人】

【金融機関】

【オペレーター】
高齢者向け住宅運

営者等

資産運用委託契約

融資
施設の譲渡

施設の賃貸
ナーシング・ホーム（4.0％）

アシステッド
リビング等(2.2%)

米国(2000) 6.2 %

※1 シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、
有料老人ホーム及び軽費老人ホーム （軽費老人ホームは2004年）
※2 介護保険３施設及びグループホーム

【投資法人】
（リート）

【投資家】

【既存施設の
オーナー】

地主
ファンド

投資

施設の賃貸

施設の譲渡

分配金
13



Ⅰ投資対象の日米比較

○アメリカやシンガポ ル等には ヘルスケア施設の不動産部分を専門に長期保有する投資法人 い○アメリカやシンガポール等には、ヘルスケア施設の不動産部分を専門に長期保有する投資法人、い
わゆるヘルスケアリートが数多く存在し、その賃貸収益を広く投資家に分配し、その市場規模は拡大
している。

※ 米国では、全リート202銘柄中14銘柄がヘルスケアリートとして上場しており、時価総額の合計
は、約740億ドル（約7.6兆円）。（2014年3月末日時点）

産業施設

ＵＳリートＪリート

ホテル 底地 その他 4%

オフィス

11%

産業施設／

オフィス混合型

倉庫

6%

森林

5%
インフラ

8%
物流・倉庫

ホテル・

旅館
3%

底地
2%

その他
1%

個人用倉庫

11%
2%

商業・小売

ヘルスケア

11%
オフィス

47%商業施設
19%

物流 倉庫
10%

25%

住宅

13%

分散型

9%

ホテル・リゾート

6%住宅
18% 13%

・ARES提供資料及びNAREIT REITWatchを基に国土交通省作成・Ｊリートは用途別投資比率（2014年3月末日時点）、
・ＵＳリートは用途別銘柄の時価総額比率（2014年3月末日時点） 14



Ⅰヘルスケアリート設立の動き

○ 本初 ケ リ ト ある 本 ケ 投資法人が１１月５ 上場予定

大和ﾘ ﾃ ﾄ ｾ ﾄ ﾈ ｹ ｾ ﾄ ﾈｼﾞﾒ ﾄ

○日本初のヘルスケアリートである日本ヘルスケア投資法人が１１月５日に上場予定。

資産運用会社
大和ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ(株)

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)
ﾍﾙｽｹｱｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
(株)

・新生銀行

ｽﾎﾟﾝｻｰ 大和證券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社

新生銀行
・ｹﾈﾃﾞｨｸｽ
・長谷工コーポレーション
・三菱UFJ信託銀行
LIXILｸﾞﾙ ﾟ

・三井住友銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
・ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱHD

・LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ
・損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ｼｯﾌ ﾙｽｹｱHD

投資法人
日本ヘルスケア投資法人

（設立準備中） （設立準備中）投資法人
（平成２６年３月運用開始）

（設立準備中） （設立準備中）

想定資産規模
１３３億円程度（有料老人
ホーム14棟）

早期に1000億円
程度を目指す

上場時において
200億円ホ 棟） 程度を目指す 億円

今後の上場の
目標時期

平成26年１１月５日上場
公募増資予定

未定 未定

15



Ⅰ REIT市場におけるサ高住投資拡大に向けた対策

○ヘルスケアリートを活用した資金調達は、オリジネーター（所有者）にとって、取得費等を早期に資金が回収でき、○ ケアリ トを活用した資金調達は、オリジネ タ （所有者） と て、取得費等を早期 資金が回収でき、
新規投資が可能となることから大きなメリット。

○また、高齢者は将来的なサ高住の利用者であることから、投資に対する分配金以外に一部の投資法人においては投資
主優待を設けること等による工夫により、他の投資商品と差別化を図り、サ高住の供給促進が可能。

【ヘルスケアリートへの施設の譲渡のイメージ図】

オリジネーター（所有者）
兼

オペレーター（運営者）

運営はオペレーター

建物はリ トが所有

オリジネーターはリートへ物件を譲渡し、早
期に資⾦を回収することで新規投資が可能リート

へ譲渡

【投資主優待制度を活用したヘルスケアリートのイメージ図】

オペレーター（運営者） 建物はリートが所有

【株主】

ヘルスケアリート第１号である⽇本ヘルスケ
ア投資法⼈（平成26年11⽉５⽇上場予定）
が実施予定の投資主優待制度のサービスは次
のとおり

【株主】

【資産運用会社】

【ヘルスケア施設の
事業特性を十分に理解
している専門家】

出資

資産運用委託契約

アドバイザリー
契約

のとおり。
・⼊居⼀時⾦割引
・体験無料サービス
・家事代⾏サービス割引

【投資法人】
（リート）

【金融機関】

【オペレーター】
高齢者向け住宅運

営者等

融資

施設の譲渡

施設の賃貸

○サ高住の運営事業者（オペレ タ ）のヘルスケアリ トに対する認識を高めるために 運営事業者等に対するヘルス

（リ ト）

【投資家】

【既存施設の
オーナー】

地主
ファンド

投資
施設の譲渡

分配金

○サ高住の運営事業者（オペレーター）のヘルスケアリートに対する認識を高めるために、運営事業者等に対するヘルス
ケアリートに係る説明会の開催、相談窓口の設置等を行うことにより、理解促進を図ることが必要。

○併せて、サ高住の供給促進の観点から、運営事業者向けの説明会等において、リートの仕組みや投資主優待制度等の事
例について紹介してはどうか。 16



Ⅱ住民出資によるコミュニティ施設等の整備・運営

○居住支援協議会やその構成団体のNPO等が住民等から出資（寄付など）を受けて、ファンドを組成し、コ○居住支援協議会やその構成団体のNPO等が住民等から出資（寄付など）を受けて、ファンドを組成し、
ミュニティ施設等を整備・運営。出資者（高齢者等）は施設の優先利用等を受けることが可能。

○資金調達の多様化によって施設整備・運営の効率的な実施に寄与するとともに、出資者のコミュニティ施設
等に対する愛着の創出によって利用者増加が期待され、地域の活性化が図られる。

○普及促進のため モデル的な取組の創出 周知・広報等を強力に推進○普及促進のため、モデル的な取組の創出、周知・広報等を強力に推進。

一定額以上の調達ができた場
合に対して上乗せ支援 等

【イメージ図】

合に対して上乗せ支援 等

居住支援協議会や 施設の居住支援協議会や
構成団体のNPO

等

事業内容の企画
ファンドの

組成・募集

工事等の

発注

施設の

運営

出資（寄付など）
（必要に応じてクラウドファ

地方公共団体等による支援
（企画、業者のマッチング、コ

出資者

（必要に応じてクラウドファ
ンディングの利用）

（企画、業者 ッチ グ、
ンテンツ掲載場所の提供等）

17

出資者
兼

利用者

施設の優先利用 等



Ⅱ【参考】私募ファンドを活用したサービス付き高齢者向け住宅等の建設・運営

18

出典：第1回不動産証券化手法等による公的不動産（PRE)の活用
のあり方に関する検討会配布資料



Ⅱ 【参考】生活協同組合によるサービス付き高齢者向け住宅等の建設・運営

○生活協同組合が住民から出資を受けて 当該資金を活用してサービス付き高齢者向け住宅等を建設・運営。

生活協同組合が住民からの出資を

○生活協同組合が住民から出資を受けて、当該資金を活用してサ ビス付き高齢者向け住宅等を建設 運営。
○出資者は施設の優先利用等の特典を受ける。

生活協同組合を活用した住民出資のイメージ図

生活協同組合が住民からの出資を
活用しサービス付き高齢者向け住
宅を建設

生活協同組合

（立ち上げ）
工事等の発注事業内容の企画 施設の運営・

管理

出資者

兼

出資

・施設の優先利用

・生協が提供するその他のサービスも兼

利用者 優先利用

生活協同組合が建設・運営するサービス付き高齢者向け住宅（参考事例）

事業主体 施設名 開設日 出資金 戸数 出資者の特典

さっぽろ高齢者福祉
生活協同組合

サービス付き高齢者向け住宅
イリス南郷通

平成24年11月21日
１口5,000円
（何口でも可）

169戸
（一般住戸131戸
介護専用住戸38戸）

新ホームの入居者募集の際の
優先予約等の優遇

19
コープみらい

サービス付き高齢者向け住宅
コープみらいえ四街道

平成26年8月1日
１口500円
（何口でも可）

60戸
本人又は同居する親族が組合
員であれば入居可



【参考資料】

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



我が国の不動産資産とリート資産

不動産
（法人所有、個人所有、

国・地方等の公的セクター所有）
約2,400兆円

（注１）

法人所有不動産
約 兆

（注２）

法人所有不動産
（事務所、店舗、工場、
福利厚生施設等）

約470兆円

収益不動産
（賃貸オフィス、

賃貸商業施設等）

約208兆円

（注３）

証券化された不動産 約31兆円

約12兆円Ｊリ ト

（注４）

（注５）

（注１）住宅 住宅以外の建物 その他の構築物及び土地のストックの総額 【出典：国民経済計算（平成24年度確報）】

約12兆円Ｊリート

（Ｊリートが取得した不動産の総額）

（注１）住宅、住宅以外の建物、その他の構築物及び土地のストックの総額 【出典：国民経済計算（平成24年度確報）】
（注２）事務所、店舗、工場、福利厚生施設等の法人が所有する不動産。土地基本調査に基づく時価ベースの金額(平成20年１月１日時点)
（注３）PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS “A Bird’s eye View of  Global Estate Markets : 2012 update “
（注４）国土交通省 平成25年度 不動産証券化の実態調査
（注５）平成25年12月末時点の運用資産総額 【出典： ARES J-REIT REPORT Vol.54】
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リートの投資対象となる施設の多様化

○ 平成１３年９月のリート上場以来、リートの投資対象となる施設は多様化。

平成２６年９月平成 年 月

オフィス

オフィス

住宅

（賃貸マンション）
商業施設

（ショッピングモール等）

平成１３年９月

リ トの投資対象オフィス （賃貸マンション）

ホテル

（ショッピングモール等）

物流施設

リートの投資対象
の多様化

旅館

ヘルスケア施設

物流施設
上場２銘柄
投資口の時価総額：約０．２兆円

資産総額：約０．３兆円
（平成１３年９月末）

【ヘルスケア施設の例】
○サービス付き高齢者向け住宅
○有料老人ホ ム

ヘルスケア施設（平成１３年９月末）

上場４６銘柄リートが取得
している実績○有料老人ホーム

○認知症高齢者グループホーム

○病院

投資口の時価総額：約 ９．１兆円
資産総額：約１２．２兆円

（平成２６年９月末）

している実績
あり

【出所】不動産証券化協会ＨＰより国土交通省作成
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ヘルスケアリート関係者の懸念

○利⽤者、オペレータ、投資家それぞれの⽴場毎に、懸念事項が存在している。

・オペレータが十分な情報開示を

利⽤者、オ レ タ、投資家それぞれ ⽴場毎 、懸念事項が存在して る。

有料老人ホーム・高齢者向け住宅等・投資法人から契約解除や賃料値上げ
を要求されるのではないか。

・同業他社に内部情報を開示される
の はないか

してくれないのではないか。

・オペレータや施設の評価が難しい。

・リスクに応じた収益を得ることが

売却

のではないか。
リスクに応じた収益を得ることが
できないのではないか。

ＲＥＩＴ（投資法人）
投資家

売却

不動産の保有
投融資

賃料

投融資による資金供給

オペ タ

不動産の使用

ＲＥＩＴ（投資法人）
投資家

（銀行、機関投資家等）
配当等

利用料等

オペレータ

・オペレータから賃料や利用料
を引き上げられるのではない
か

利用料等

施設の利用

利用者
か。
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ヘルスケア施設供給促進のためのREITの活用に関する実務者検討委員会
（25年7月～同年12月 不動産証券化協会）

１．趣旨
○ 国土交通省主催の「ヘルスケア施設供給促進のための不動産証券化手法の活用及び安定利用の確保に関する検討委員会」の

「取りまとめ」公表（ 平成25年3月）。
○ 上記の「取りまとめ」において、REITを通じたヘルスケア施設の供給促進を図るうえでの投資家・REITから見た課題として

以下が挙げられている。
ヘルスケア施設に係る適切なデ ディリジ ンスの手法が確立していないこと・ヘルスケア施設に係る適切なデューディリジェンスの手法が確立していないこと

・デューディリジェンスの前提となるべきヘルスケア施設に係る情報開示が十分でないこと 等
○ これらの具体的な論点について、実務者間で議論する場として、一般社団法人不動産証券化協会が「ヘルスケア施設供給促

進のためのREITの活用に関する実務者検討委員会」を設置、平成25年12月に中間とりまとめ公表。

２．情報開示の目的と開示資料

(1) 報開示の流れ
オペレーター

REIT
（資産運用会社、不動産鑑定業者、

デューディリジェンス業者等）

投資家
（REIT投資口の投資主）

① ②

③

(2) 情報開示の目的と主な開示資料

入居者
（入居者の家族、入居を検
討する者も含む）

③

オペレーターからREIT側に開示される
項目の一部が開示される

(2) 情報開示の目的と主な開示資料

①オペレーターからREIT側への情報開示
【開示の目的】施設への投資、モニタリングに必要な情報の提供
【主な開示情報】登記関係書類、重要事項説明書、主要契約書（雛
形） 施設の収支状況 入居者の属性 職員体制 財務諸表 他

②REITから投資家への情報開示
【開示の目的】REIT投資口への投資判断に必要な情報の提供
【主な開示情報】土地、建物の現況や権利関係の概要、当該
施設の賃貸事業損益に関する情報 オペレーターの概要 他形）、施設の収支状況、入居者の属性、職員体制、財務諸表 他 施設の賃貸事業損益に関する情報、オペレ タ の概要 他

③オペレーターから入居者への情報開示
【開示の目的】入居の検討等に必要な情報の提供
【主な開示情報】パンフレット 募集広告 重要事項説明書 他

「重要事項説明書」に含まれ
る項目やパンフレット等で代
替できる項目が多い

上場ＲＥＩＴの場合は、広
く一般に情報開示が行われ
るため、入居者等も当該情
報を閲覧することが可能【主な開示情報】パンフレット、募集広告、重要事項説明書 他替できる項目が多い 報を閲覧することが可能

REIT がヘルスケア施設への投資・運用を行う際に、オペレーターから開示される情報と入居者や投資家が必要と
している情報は、大部分が重複している。

出展：不動産証券化協会HＰに基づき、国交省が作成24



高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドラインの概要
（平成26年6月27日公表）

１ 目的１．目的

○ 高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドラインは、宅地建物取引業法（昭和
２７年法律第１７６号）第５０条の２等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して整備すべき組織体
制を示すとともに ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項を示すことを目的としている制を示すとともに、ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項を示すことを目的としている。

２．概要

○ 対象施設

サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム
認知症高齢者グル プホ ム

○ ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項

◇利用者への配慮事項
認知症高齢者グループホーム

※なお、病院については、今後別途検討を行う予定。

○ 適用時期

平成２６年７月１日

･ ヘルスケアリートの仕組みの周知

･ ヘルスケア施設の適切な運営に係る関係法令や通知
等の確認、及び行政指導等への対応確保

平成２６年７月１日
（現にヘルスケア施設を運用対象としている資産運用会

社は平成２６年１０月１日、当該資産運用会社が新たなヘ
ルスケア施設の取得を行う場合はその取得の日）

◇その他

･ オペレータとの信頼関係の構築及び運営状況の把握

･ 情報の収集及び開示

○ 資産運用会社が整備すべき組織体制（認可要件）

次のいずれかにより、ヘルスケア施設の事業特性を十分
に理解している者を配置又は関与させること。
a 一定の経験を有する重要な使用人の配置

○ 取引一任代理等の認可申請等における業務方法書へ
の記載事項

◇利 者 安心感 確保
a． 定の経験を有する重要な使用人の配置
b．外部専門家からの助言
c．投資委員会等への外部専門家の配置 等

◇利用者の安心感の確保

◇ヘルスケア施設の取引等への専門家等の関与方法
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